
令和8年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金

の引上げ計画

設備投資等の計画
（機械設備導入やコンサル

ティングなど）

業務改善助成金を支給

（最大6 0 0万円）

業務改善助成金とは？

計画の承認
と実施

申請期間 賃金引上げ期間 事業完了期限

令和８年９月１日～
申請事業所の都道府県において
適用される地域別最低賃金の

発効日の前日又は同年11月30日
のいずれか早い日

令和８年９月１日～
申請事業所に適用される地域
別最低賃金発効日の前日

交付決定年度の１月31日

申請期限と賃金引上げの期間

業務改善助成金 検 索

• 助成対象経費の特例となっていた自動車（特殊用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。

• 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。

• 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近３か月間のうち

任意の１月」から「最近６か月間平均」になりました。

• その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事

例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引上げに向けた取組

事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

令和７年度からの主な変更点

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局  雇用環境・均等部（室）です
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